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ヤングケアラーについて 

 

１ ヤングケアラーとは 

・ 「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話など

を日常的に行っている子ども（１８歳未満）のことを言います。 

・ 一般社団法人 日本ケアラー連盟のヤングケアラープロジェクトでは、ヤングケアラ

ーの具体例として、以下のように紹介されています。 

 

 
出典：一般社団法人日本ケアラー連盟 

 

２ ヤングケアラーの背景 

・ 親の就労や養育・扶養機能と、家事・育児・介護等の家族のケアニーズとのバランス

がとれている状態から、家族が病気になったり、障害を持つことでケアニーズが増え

たり、親の離婚やそれに伴う就労時間の増加などにより養育・扶養機能が不十分にな

ると、そのバランスが崩れます。 

・ そのバランスをとるために必要となるサポートを親族等や公的なサービスから受け

ることができない、またはそのサポートが十分でない場合に、子どもが家族のケアニ

ーズを支える側にまわり、バランスをとるという状況が発生します。一度この状態に

なってしまうと、バランスを保ち続けるために、子どもがケアを担い続けざるを得な

い家族のシステムとなってしまいます。 
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出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社「ヤングケアラーの早期発見・ニーズ把握に関するガイドライン（案）」 

（令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 ヤングケアラーへの早期対応に関する研究） 
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３ なぜヤングケアラーの支援が必要なのか 

・ 子どもには、「健康を守る権利」、「教育を受ける権利」、社会生活において同世代の子

どもたちとの関係性をつくっていくなどの「育つ権利」などの様々な権利があります。

そして、これらの権利を侵害されている子どもについては、その子どもの権利を守る

ために必要な支援を行い、子どもの権利回復・権利保障に努めなくてはなりません。 

・ 「ヤングケアラー」の子どもたちは、本来大人が担うと想定されているような家事や

家族の世話などを日常的に行っていることにより、学校に行けなかったり、友達と遊

ぶ時間がなかったり、自身がしたいと思っていたクラブ活動ができなかったり、宿題

などの勉強に割く時間がつくれなかったりするなど、本来守られるべき子ども自身の

権利を侵害されている可能性があります。また、その結果、勉強がうまくいかなかっ

たり、友人関係がうまく築けないなど、子どもの将来に影響を及ぼすことも考えられ

ます。 

・ ヤングケアラーであった子どもは、大人になってから仕事がうまくいかなかったり、

友人関係が築きにくかったりする可能性があります。また、ヤングケアラーの中には、

周りの人に頼るという経験を持てず、大人になっても周りを頼れず課題を抱え込んで

しまう人もいます。例え１回であったとしても、「周りの人が助けてくれた」という

経験をつくることがヤングケアラーの将来のためにも重要です。 

 

 

４ 本県での取組について 

・ 令和３年度に初めて教育現場における実態調査を実施。 

→調査結果については、県のホームページ（トップページ→組織で探す→福 

祉保健部こども政策局こども家庭課）に掲載しています。 

 

 

５ 今後必要な取組について 

・ ヤングケアラーについては、家庭内のデリケートな問題に関わること、本人や家族に

支援が必要である自覚がないケースもあるといった理由から、支援が必要であっても

表面化しにくい構造となっています。このため、福祉、介護、医療、教育等といった

様々な分野が連携し、ヤングケアラーを早期に発見した上で支援を行うことが重要で

す。 

・ ケアを要する家族と同居する子どもは、中高生であっても福祉機関や専門職から「介

護力」と見られてしまい、しかも大人の介護者と同等に扱われているため、ヤングケ

アラーによる介護がなされることを前提とした福祉サービス等の利用調整等が行わ

れるケースがあるとの指摘があります。特に、子どもが主たる介護者となっている場

合には、子どもを「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用につい

て十分配慮することが必要です。 
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６ 障害福祉サービス事業者の皆様にお願いしたいこと 

・ 居宅サービス等を提供するために利用者の自宅を訪問した際、同居している子どもが

日常的に利用者の介護等を行っている状況が認められた場合には、サービス等利用計

画の見直しを検討する必要があるため、相談支援事業者へご連絡をお願いします。 

・ 障害児通所支援サービスを利用している子どものうち、保護者に代わり他のきょうだ

いが日常的に身の回りの世話を行ったり、家事等を行ったりしている状況が認められ

た場合には、家事支援等のサービスを検討する必要があるため、子どもの居住地であ

る市町の児童福祉主管課へご相談をお願いします。 

 

 

【参考】 

・ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社「ヤングケアラーの早期発見・ニー

ズ把握に関するガイドライン（案）」（令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事

業 ヤングケアラーへの早期対応に関する研究） 

・ ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報

告（令和３年５月１７日 ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の

連携プロジェクトチーム） 



ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告

○ ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であることなどから表面化しにくい構造。福祉、介護、医療、学校等、関係機関
におけるヤングケアラーに関する研修等は十分でなく、地方自治体での現状把握も不十分。
○ ヤングケアラーに対する支援策、支援につなぐための窓口が明確でなく、また、福祉機関の専門職等から「介護力」と見なさ
れ、サービスの利用調整が行われるケースあり。
○ ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くことができない。

１ 早期発見・把握
○ 福祉・介護・医療・教育等関係機関、専門職やボランティア等へのヤングケアラーに関する研修・学ぶ機会の推進。
○ 地方自治体における現状把握の推進。

２ 支援策の推進
○ 悩み相談支援

支援者団体によるピアサポート等の悩み相談を行う地方自治体の事業の支援を検討（SNS等オンライン相談も有効）。

○ 関係機関連携支援
・ 多機関連携によるヤングケアラー支援の在り方についてモデル事業・マニュアル作成を実施（就労支援を含む）。
・ 福祉サービスへのつなぎなどを行う専門職や窓口機能の効果的な活用を含めヤングケアラーの支援体制の在り方を
検討。

○ 教育現場への支援
スクールソーシャルワーカー等の配置支援。民間を活用した学習支援事業と学校との情報交換や連携の促進。

○ 適切な福祉サービス等の運用の検討
家族介護において、子どもを「介護力」とすることなく、居宅サービス等の利用について配意するなどヤングケアラーが

ケアする場合のその家族に対するアセスメントの留意点等について地方自治体等へ周知。

○ 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー支援
幼いきょうだいをケアするヤングケアラーがいる家庭に対する支援の在り方を検討。

３ 社会的認知度の向上
2022年度から2024年度までの３年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」とし、広報媒体の作成、全国フォーラ
ム等の広報啓発イベントの開催等を通じて、社会全体の認知度を調査するとともに、当面は中高生の認知度５割を目指す。

現状・課題

今後取り組むべき施策

【厚生労働省・文部科学省の副大臣を共同議長とするヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームとりまとめ】

福祉、介護、医療、教育等、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるため、
以下の取組を推進

令和３年５月１７日



ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

○ ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の育ちや教育に影響があるといった課題があ

るが、家庭内のデリケートな問題、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。

○ ヤングケアラーに対しては、様々な分野が連携したアウトリーチによる支援が重要であり、さらなる介護・医療・障害・教育分野の連携が

重要。

○ これらを踏まえ、厚労副大臣と文科副大臣を共同議長とするプロジェクトチームを立ち上げ、連携の強化・支援の充実を図る。

立ち上げの背景

共同議長 厚生労働副大臣 山本 博司

厚生労働省子ども家庭局長
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室長
厚生労働省健康局難病対策課長
厚生労働省社会・援護局保護課長
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長

構成員
共同議長 文部科学副大臣 丹羽 秀樹

文部科学省初等中等教育局長
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
文部科学省総合政策局地域学習推進課長

第１回＜３月17日＞

○ 関係部局におけるヤングケアラー支援に係る取組について

○ 関係者ヒアリング

・ 成蹊大学文学部教授 澁谷智子氏

・ 一般社団法人日本ケアラー連盟

第２回＜４月12日＞

○ 令和２年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」報告

○ ヤングケアラー支援に向けた主な論点、課題の整理

○ 関係者ヒアリング

・ 埼玉県（福祉部地域包括ケア課・教育局市町村支援部人権教育課）

・ 中核地域生活支援センターがじゅまる

第４回＜５月17日＞

○ とりまとめ報告（案）

第３回＜４月26日＞

○ 関係者ヒアリング

・ Yancle株式会社代表取締役 宮崎成悟氏

・ 精神疾患の親をもつ子どもの会「こどもぴあ」

・ 弁護士 藤木和子氏

・ 尼崎市（教育委員会事務局学校教育部こども教育支援課）

開催実績


